
　
　
　

藤
内
和
公
教
授
略
歴

一
九
五
二
年
二
月
二
七
日　

大
分
県
に
生
ま
れ
る

一
九
七
〇
年
四
月　
　
　
　

九
州
大
学
法
学
部
入
学

一
九
七
七
年
三
月　
　
　
　

九
州
大
学
法
学
部
卒
業

一
九
七
七
年
四
月　
　
　
　

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
入
学

一
九
七
九
年
三
月　
　
　
　

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

一
九
七
九
年
四
月　
　
　
　

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
入
学

一
九
八
二
年
三
月　
　
　
　

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学

一
九
八
二
年
四
月　
　
　
　

九
州
大
学
法
学
部
助
手

一
九
八
二
年
七
月　
　
　
　

岡
山
大
学
法
学
部
助
手

一
九
八
四
年
四
月　
　
　
　

岡
山
大
学
法
学
部
助
教
授

一
九
九
二
年
四
月　
　
　
　

岡
山
大
学
法
学
部
教
授

二
〇
〇
七
年
四
月　
　
　
　

岡
山
大
学
文
化
科
学
研
究
科
教
授

二
〇
一
七
年
三
月　
　
　
　

岡
山
大
学
退
職
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主
要
業
績
目
録

著
　
　
書

『
ド
イ
ツ
の
従
業
員
代
表
制
と
法
』（
単
著
）

法
律
文
化
社　

四
八
二
頁

二
〇
〇
九
年

『
ド
イ
ツ
の
雇
用
調
整
』（
単
著
）

法
律
文
化
社　

二
八
四
頁

二
〇
一
三
年

論
　
　
説

西
ド
イ
ツ
労
資
共
同
決
定
と
対
向
者
独
立
性
の
両
立

九
大
法
学
四
一
号　

三
九
︱
六
八
頁

一
九
八
一
年

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
労
働
協
約
論
の
一
局
面

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
三
三
巻
一
号

　

六
七
︱
一
〇
〇
頁

一
九
八
三
年

公
労
法
上
の
仲
裁
裁
定
と
国
会
の
予
算
統
制

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
三
三
巻
二
号

　

二
三
︱
四
二
頁

一
九
八
三
年

レ
ッ
ド
パ
ー
ジ
判
例
に
関
す
る
覚
書

『
現
代
の
生
存
権
』（
法
律
文
化
社
）

　

五
六
五
︱
五
八
九
頁

一
九
八
六
年

西
ド
イ
ツ
経
営
組
織
法
に
お
け
る
経
営
評
議
会
活
動
の

制
約
要
因
（
上
・
下
）

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌

　

三
六
巻　

三
・
四
号　

五
四
九
︱
五
七
二
頁

　

三
七
巻
二
号　

一
九
一
︱
二
九
七
頁

一
九
八
七
年

組
合
活
動
・
団
体
交
渉
・
争
議
権

西
谷
敏
・
脇
田
滋
編
『
派
遣
労
働
の
法
律
と
実
務
』

（
労
働
旬
報
社
）　

一
八
六
︱
一
九
六
頁

一
九
八
七
年

改
正
労
働
時
間
法
に
お
け
る
労
使
協
定

日
本
労
働
法
学
会
誌
七
四
号　

二
六
︱
四
六
頁

一
九
八
九
年

時
間
外
・
休
日
労
働

片
岡
・
萬
井
編
『
労
働
時
間
法
論
』（
法
律
文
化
社
）

　

一
六
四
︱
一
八
九
頁

一
九
九
〇
年

1044
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ド
イ
ツ
の
事
業
所
組
織
法
に
お
け
る
調
整
委
員
会
制
度

季
刊
労
働
法
一
五
八
号　

一
三
五
︱
一
五
三
頁

一
九
九
一
年

Strukturveränderungen der japanischen
Gew

erkschaften in Großunternehm
en

A
rbeitsrecht im

 Betrieb S.556-563

一
九
九
二
年
一
〇
月

D
ie A

bhängigkeit der japanischen
A

rbeitnehm
er von ihren A

rbeitgebern
A

rbeitsrecht im
 Betrieb S.592-596

一
九
九
二
年
一
一
月

ド
イ
ツ
の
大
学
に
お
け
る
教
職
員
の
労
働
条
件
と
従
業

員
代
表
制

全
大
教
時
報
一
七
巻
二
号　

二
六
︱
四
九
頁

一
九
九
三
年

ド
イ
ツ
労
働
事
情
管
見

労
働
法
律
旬
報

　

一
三
〇
九
号　

一
〇
︱
一
五
頁

　

一
三
一
〇
号　

四
六
︱
五
五
頁

一
九
九
三
年

ド
イ
ツ
・
ブ
レ
ー
メ
ン
大
学
に
お
け
る
法
学
教
育

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
二
六
号　

一
〇
一
︱
一
〇
五
頁

一
九
九
三
年

ド
イ
ツ
・
ブ
レ
ー
メ
ン
州
に
お
け
る
教
員
養
成
・
採
用

方
法

季
刊
教
育
法
九
四
号　

一
〇
〇
︱
一
〇
七
頁

一
九
九
三
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
労
働
時
間
短
縮
の
影
響
（
三
回
）

労
働
法
律
旬
報

　

一
三
二
二
号　

一
九
︱
二
五
頁

　

一
三
二
三
号　

二
四
︱
三
五
頁

　

一
三
二
四
号　

三
七
︱
四
五
頁

一
九
九
三
年

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
労
働
時
間
短
縮

季
刊
労
働
法
一
六
九
号　

一
一
七
︱
一
四
三
頁

一
九
九
三
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
労
働
時
間
短
縮
（
三
回
）

労
働
法
律
旬
報

　

一
三
三
二
号　

六
︱
二
二
頁

　

一
三
三
三
号　

四
八
︱
五
七
頁

　

一
三
三
四
号　

一
七
︱
三
三
頁

一
九
九
四
年
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ド
イ
ツ
の
労
働
時
間
短
縮

日
本
労
働
法
学
会
誌
八
三
号　

一
一
︱
五
〇
頁

一
九
九
四
年

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
従
業
員
代
表
法
制
と
運
用
実

態

季
刊
労
働
法
一
七
二
号　

一
一
五
︱
一
四
九
頁

一
九
九
四
年

労
働
者
の
不
満
・
苦
情
と
企
業
内
苦
情
処
理

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
四
巻
三
・
四
号

　

三
二
三
︱
三
五
〇
頁

一
九
九
五
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
人
事
考
課
制
度
の
運
用
実
態

日
本
労
務
学
会
年
報
（
第
二
四
回
大
会
）

　

二
︱
八
頁

一
九
九
五
年

ス
イ
ス
に
お
け
る
従
業
員
代
表

季
刊
労
働
法
一
七
五
・
一
七
六
号

　

一
三
三
︱
一
六
八
頁

一
九
九
五
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
従
業
員
代
表
の
活
動
（
四
回
）

労
働
法
律
旬
報

　

一
三
六
七
号　

五
一
︱
六
七
頁

　

一
三
六
九
号　

四
〇
︱
五
四
頁

　

一
三
七
一
号　

四
三
︱
六
八
頁

　

一
三
七
三
号　

四
二
︱
五
五
頁

一
九
九
五
年

オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
従
業
員
代
表
法

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
五
巻
一
号

　

三
三
九
︱
三
七
五
頁

一
九
九
五
年

ド
イ
ツ
の
解
雇
に
対
す
る
従
業
員
代
表
の
関
与

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
五
巻
二
号

　

三
七
︱
九
九
頁

一
九
九
六
年

ド
イ
ツ
の
整
理
解
雇
に
お
け
る
人
選
基
準

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
五
巻
三
号

　

二
七
︱
九
二
頁

一
九
九
六
年

1046
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A
rbeitsbeziehungen und Gew

erkschaften
in Japan

in: R
oderich W

ahsner

（H
rsg.

）, Japans 
A

rbeitsbeziehungen und A
rbeitsrecht in 

G
eschichte und G

egenw
art, S.17-37.

一
九
九
六
年

ド
イ
ツ
小
売
業
の
営
業
時
間
規
制

季
刊
労
働
法
一
八
六
号　

八
〇
︱
一
四
八
頁

一
九
九
八
年

ド
イ
ツ
・
公
務
員
の
従
業
員
代
表
制

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
八
巻
二
号　

一
︱
五
六
頁

一
九
九
八
年

人
事
制
度

日
本
労
働
法
学
会
編
『
講
座
二
一
世
紀
の
労
働
法
・

第
四
巻
』（
有
斐
閣
）　

二
五
四
︱
二
七
一
頁

二
〇
〇
〇
年

降
格
を
め
ぐ
る
法
律
問
題

季
刊
労
働
法
一
九
四
号　

九
二
︱
一
〇
四
頁

二
〇
〇
〇
年

教
育
訓
練
費
用
返
還
の
法
律
問
題

『
世
紀
転
換
期
の
法
と
政
治
・
岡
山
大
学
創
立
五
十

周
年
記
念
論
文
集
』（
有
斐
閣
）

　

二
二
七
︱
二
五
五
頁

二
〇
〇
一
年

年
俸
制
の
法
律
問
題
（
三
回
）

労
働
法
律
旬
報

　

一
五
一
六
号　

二
〇
︱
二
九
頁

　

一
五
一
七
・
一
八
号　

一
〇
七
︱
一
一
五
頁

　

一
五
一
九
号　

四
四
︱
五
〇
頁

二
〇
〇
一
︱
〇
二
年

ド
イ
ツ
事
業
所
組
織
法
改
正

季
刊
労
働
法
一
九
八
号　

一
四
〇
︱
一
六
一
頁

二
〇
〇
二
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
整
理
解
雇
の
手
続
き
と
人
選
基
準

正
村
公
宏
編
『
二
一
世
紀
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
』

（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
）　

二
七
三
︱
二
八
九
頁

二
〇
〇
二
年

ド
イ
ツ
従
業
員
代
表
法
制
の
現
在
と
今
後

日
独
労
働
法
協
会
会
報
四
号　

一
四
︱
二
二
頁

二
〇
〇
三
年

成
果
主
義
賃
金
の
法
律
問
題

西
谷
敏
ほ
か
編『
転
換
期
労
働
法
の
課
題
』（
旬
報
社
）

　

七
〇
︱
九
一
頁

二
〇
〇
三
年

1047
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従
業
員
代
表
立
法
構
想

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
三
巻
一
号

　

二
七
二
︱
二
五
五
頁

二
〇
〇
三
年

ド
イ
ツ
の
州
公
務
員
代
表
法
お
よ
び
大
学
教
職
員
の
待

遇

季
刊
労
働
法
二
〇
八
号　

一
四
〇
︱
一
五
三
頁

二
〇
〇
五
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
労
働
条
件
規
制
の
交
錯

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
四
巻
四
号

　

三
四
八
︱
二
二
五
頁

二
〇
〇
五
年

労
働
契
約
法
制
に
お
け
る
労
働
者
代
表
制
度
を
ど
う
構

築
す
る
か

季
刊
労
働
法
二
一
二
号　

三
九
︱
四
七
頁

二
〇
〇
六
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
従
業
員
代
表
の
参
加
権

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
六
巻
二
号

　

二
三
一
︱
三
七
二
頁

二
〇
〇
七
年

ド
イ
ツ
の
企
業
内
労
使
協
議
制
度
の
特
徴
と
実
態

連
合
総
研
編
『
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
新
地

平
』　

一
七
七
︱
二
〇
二
頁

二
〇
〇
七
年

国
際
比
較
か
ら
見
た
男
女
雇
用
機
会
均
等
法

倉
地
克
直
・
沢
山
美
果
子
編
『
働
く
こ
と
と
ジ
ェ
ン

ダ
ー
』（
世
界
思
想
社
）　

一
九
〇
︱
二
一
三
頁

二
〇
〇
八
年

ド
イ
ツ
・
派
遣
労
働
を
め
ぐ
る
労
働
条
件
規
制

労
働
法
律
旬
報
一
六
六
五
号　

三
八
︱
五
四
頁

二
〇
〇
八
年

ド
イ
ツ
・
従
業
員
代
表
制
を
め
ぐ
る
諸
問
題

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
八
巻
一
号

　

二
〇
六
︱
一
五
一
頁

二
〇
〇
八
年

企
業
秩
序
と
懲
戒

西
谷
敏
・
根
本
到
編
『
労
働
契
約
と
法
』（
旬
報
社
）

　

二
二
七
︱
二
四
三
頁

二
〇
一
一
年

ド
イ
ツ
の
操
業
短
縮

河
野
・
菊
池
古
稀
記
念
『
社
会
法
の
基
本
理
念
と
法

政
策
』（
法
律
文
化
社
）　

一
〇
一
︱
一
一
七
頁

二
〇
一
一
年

ド
イ
ツ
労
働
時
間
口
座
制
の
普
及
と
意
義

労
働
法
律
旬
報
一
七
五
一
号　

六
︱
三
八
頁

二
〇
一
一
年
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ド
イ
ツ
の
雇
用
調
整

季
刊
労
働
法
二
三
五
号　

二
一
︱
四
一
頁

二
〇
一
一
年

ド
イ
ツ
雇
用
調
整
を
め
ぐ
る
諸
問
題

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
六
一
巻
三
号

　

四
三
︱
一
五
一
頁

二
〇
一
二
年

ド
イ
ツ
大
学
教
員
の
業
績
給

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
六
二
巻
二
号　

一
︱
六
七
頁

二
〇
一
二
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
再
就
職
支
援
の
法
制
と
実
情

季
刊
労
働
法
二
四
〇
号　

八
︱
一
六
頁

二
〇
一
三
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
大
学
教
員
の
業
績
給

根
本
到
ほ
か
編
『
労
働
法
と
現
代
法
の
理
論
・
下
』

（
日
本
評
論
社
）　

四
四
七
︱
四
六
三
頁

二
〇
一
三
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
労
働
法
教
育

労
働
法
律
旬
報
一
八
〇
九
号　

一
九
︱
二
九
頁

二
〇
一
四
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
務
員
代
表
制

立
命
館
法
学
三
五
七
・
三
五
八
号

　

一
一
一
︱
一
三
三
頁

二
〇
一
五
年

ド
イ
ツ
・
公
務
員
の
人
事
評
価

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
六
五
巻
二
号

　

一
︱
一
六
三
頁

二
〇
一
五
年

国
立
大
学
給
与
減
額
事
件
三
判
決
の
検
討

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
六
五
巻
二
号

　

一
六
五
︱
一
九
一
頁

二
〇
一
五
年

ド
イ
ツ
・
官
吏
の
勤
務
評
価

季
刊
労
働
法
二
五
二
号　

二
一
〇
︱
二
二
二
頁

二
〇
一
六
年

ド
イ
ツ
の
人
事
評
価

　

︱
労
使
協
定
等
の
分
析
を
通
じ
て
︱

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
六
五
巻
三
・
四
号

　

一
︱
六
九
頁

二
〇
一
六
年

ド
イ
ツ
民
間
企
業
に
お
け
る
人
事
評
価

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
六
六
巻
一
号

　

四
七
︱
一
八
七
頁

二
〇
一
六
年

ド
イ
ツ
・
学
校
教
員
の
勤
務
評
価

季
刊
労
働
法
二
五
四
号　

一
二
四
︱
一
三
九
頁

二
〇
一
六
年

1049

二
四
九



ド
イ
ツ
民
間
企
業
に
お
け
る
人
事
評
価

労
務
理
論
学
会
誌
二
六
号　

一
四
七
︱
一
五
八
頁

二
〇
一
七
年

判
例
評
釈

新
宿
郵
便
局
事
件

日
本
労
働
法
学
会
誌
六
四
号　

一
一
九
︱
一
二
五
頁

一
九
八
四
年

使
用
者
の
事
情
聴
取
行
為
と
労
働
者
の
思
想
・
信
条
の

自
由

労
働
法
律
旬
報
一
一
九
一
号　

一
七
︱
二
五
頁

一
九
八
八
年

労
働
協
約
の
余
後
効

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
・
労
働
判
例
百
選
・
五
版

　

一
九
八
︱
一
九
九
頁

一
九
八
九
年

仕
事
差
別
と
損
害
賠
償
請
求

労
働
法
律
旬
報
一
二
三
五
号　

一
〇
︱
一
四
頁

一
九
九
〇
年

人
事
考
課
の
低
い
査
定
が
不
当
な
差
別
的
取
扱
と
さ
れ

た
事
例

民
商
法
雑
誌
一
一
〇
巻
二
号　

三
八
二
︱
三
九
〇
頁

一
九
九
四
年

上
司
に
よ
る
暴
行
・
仕
事
差
別
と
損
害
賠
償

民
商
法
雑
誌
一
一
一
巻
三
号　

四
八
二
︱
四
九
二
頁

一
九
九
四
年

思
想
・
信
条
に
よ
る
賃
金
差
別
・
人
権
侵
害
と
損
害
賠

償

民
商
法
雑
誌
一
一
一
巻
六
号　

九
八
五
︱
九
九
五
頁

一
九
九
五
年

複
数
組
合
併
存
下
に
お
け
る
配
車
差
別
を
不
法
行
為
と

認
め
た
例

民
商
法
雑
誌
一
一
二
巻
六
号　

九
五
八
︱
九
六
六
頁

一
九
九
五
年

ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
・
労
働
判
例
百
選
・
六
版

　

二
二
〇
︱
二
二
一
頁

一
九
九
五
年

付
随
的
業
務
命
令
の
効
力

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
五
巻
二
号

　

一
八
三
︱
一
八
九
頁

一
九
九
六
年

1050

二
五
〇



四
日
市
北
郵
便
局
事
件

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
六
巻
一
号

　

九
九
︱
一
〇
七
頁

一
九
九
六
年

女
子
差
別
に
つ
き
昇
格
す
べ
き
地
位
に
あ
る
こ
と
を
確

認
し
た
例

民
商
法
雑
誌
一
一
六
巻
四
・
五
号

　

七
七
二
︱
七
八
二

一
九
九
七
年

タ
ク
シ
ー
運
転
手
に
対
す
る
固
定
車
は
ず
し
の
合
理
性

法
律
時
報
六
九
巻
九
号　

一
〇
一
︱
一
〇
四
頁

一
九
九
七
年

人
事
考
課
に
お
け
る
差
別
が
不
法
行
為
に
あ
た
る
と
さ

れ
た
例

民
商
法
雑
誌
一
一
八
巻
四
・
五
号

　

七
〇
三
︱
七
一
二
頁

一
九
九
八
年

組
合
バ
ッ
ジ
着
用
を
理
由
と
す
る
一
時
金
減
額
の
不
当

労
働
行
為
性

法
律
時
報
七
〇
巻
一
〇
号　

九
五
︱
九
八
頁

一
九
九
八
年

留
学
費
用
返
還
規
程
が
労
基
法
一
六
条
に
違
反
す
る
と

さ
れ
た
事
例

民
商
法
雑
誌
一
二
〇
巻
四
・
五
号

　

八
八
一
︱
八
八
八
頁

一
九
九
九
年

降
格
異
動
が
権
利
濫
用
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
例

民
商
法
雑
誌
一
二
二
巻
二
号　

二
六
〇
︱
二
六
八
頁

二
〇
〇
〇
年

機
長
に
対
す
る
起
訴
休
職
処
分
の
効
力

ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
増『
平
成
一
一
年
度
重
要
判
例
解
説
』

　

二
一
四
︱
二
一
五
頁

二
〇
〇
〇
年

研
修
期
間
中
の
年
休
請
求
に
対
す
る
時
季
変
更
権
の
有

効
性

労
働
法
律
旬
報
一
四
九
三
号　

二
二
︱
二
七
頁

二
〇
〇
〇
年

時
間
外
労
働
へ
の
協
力
度
と
人
事
考
課
の
合
理
性

民
商
法
雑
誌
一
二
四
巻
四
・
五
号

　

七
四
二
︱
七
五
三
頁

二
〇
〇
一
年

経
営
批
判
を
理
由
と
す
る
降
格
処
分
等
が
争
わ
れ
た
例

民
商
法
雑
誌
一
二
六
巻
一
号　

一
四
三
︱
一
五
四
頁

二
〇
〇
二
年

時
間
外
労
使
協
定
の
労
働
者
側
当
事
者
が
争
わ
れ
た
例

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
二
巻
一
号

　

三
八
四
︱
三
七
九
頁

二
〇
〇
二
年

1051

二
五
一



過
半
数
代
表
者

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
・
労
働
判
例
百
選
七
版

　

一
一
四
︱
一
一
五
頁

二
〇
〇
二
年

会
社
内
私
用
メ
ー
ル
に
対
す
る
使
用
者
に
よ
る
監
視
の

可
否

法
律
時
報
七
五
巻
五
号　

一
〇
〇
︱
一
〇
三
頁

二
〇
〇
三
年

内
部
告
発
目
的
の
顧
客
情
報
取
得
・
漏
洩
と
懲
戒
解
雇

民
商
法
雑
誌
一
二
八
巻
三
号

　

三
八
四
︱
三
九
八
頁

二
〇
〇
三
年

職
務
変
更
、
降
格
配
転
と
処
遇
配
慮
義
務

労
働
判
例
八
八
六
号　

五
︱
九
頁

二
〇
〇
五
年

退
職
者
の
自
社
年
金
支
給
利
率
の
引
下
げ
を
有
効
と
し

た
例

民
商
法
雑
誌
一
三
二
巻
三
号　

四
四
五
︱
四
五
九
頁

二
〇
〇
五
年

五
六
歳
以
上
の
バ
ス
運
転
手
に
対
す
る
、
賃
金
三
〇
％

減
額
を
内
容
と
す
る
労
働
協
約
が
無
効
と
さ
れ
た
例

労
働
法
律
旬
報
一
六
二
三
号　

一
〇
︱
一
三
頁

二
〇
〇
六
年

人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
賞
与
の
調
整
減
額
の
効
力

民
商
法
雑
誌
一
三
四
巻
三
号　

四
九
四
︱
五
〇
二
頁

二
〇
〇
六
年

時
限
ス
ト
に
対
す
る
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
の
正
当
性

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
三
二
号　

二
二
〇
︱
二
二
二
頁

二
〇
〇
七
年

日
勤
教
育
が
不
当
労
働
行
為
意
思
に
基
づ
く
と
認
定
さ

れ
た
例

民
商
法
雑
誌
一
三
七
巻
三
号　

三
五
四
︱
三
六
四
頁

二
〇
〇
七
年

担
当
科
目
の
廃
止
に
よ
る
大
学
教
員
の
解
雇
が
無
効
と

さ
れ
た
例

民
商
法
雑
誌
一
四
〇
巻
二
号　

二
三
九
︱
二
四
九
頁

二
〇
〇
九
年

出
張
・
外
勤
拒
否
と
賃
金
カ
ッ
ト

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
・
労
働
判
例
百
選
八
版

　

二
一
〇
︱
二
一
一
頁

二
〇
〇
九
年

日
勤
教
育
を
使
用
者
の
裁
量
を
逸
脱
す
る
違
法
な
も
の

と
し
た
例

民
商
法
雑
誌
一
四
二
巻
一
号　

一
一
五
︱
一
三
〇
頁

二
〇
一
〇
年

1052

二
五
二



労
働
者
の
長
髪
及
び
ひ
げ
を
禁
止
す
る
規
則
の
有
効
性

民
商
法
雑
誌
一
四
三
巻
六
号　

七
四
三
︱
七
五
一
頁

二
〇
一
一
年

飲
酒
運
転
事
故
を
理
由
と
す
る
懲
戒
免
職
が
有
効
と
さ

れ
た
例

民
商
法
雑
誌
一
四
五
巻
六
号　

六
一
〇
︱
六
一
九
頁

二
〇
一
二
年

採
用
面
接
に
お
け
る
自
己
に
不
都
合
な
事
項
に
関
す
る

告
知
義
務

民
商
法
雑
誌
一
四
七
巻
三
号　

三
五
一
︱
三
六
〇
頁

二
〇
一
三
年

許
可
さ
れ
た
業
務
以
外
で
の
労
働
者
派
遣
と
派
遣
法

三
三
条
二
項
違
反
の
効
力

和
田
肇
・
脇
田
滋
・
矢
野
昌
浩
編
『
労
働
者
派
遣
と

法
』（
日
本
評
論
社
）　

二
二
五
︱
二
三
三
頁

二
〇
一
三
年

退
職
勧
奨
目
的
の
降
格
及
び
配
転
が
無
効
と
判
断
さ
れ

た
例

民
商
法
雑
誌
一
四
九
巻
一
号　

六
七
︱
七
七
頁

二
〇
一
三
年

従
業
員
に
対
す
る
罰
ゲ
ー
ム
を
不
法
行
為
と
認
め
た
例

民
商
法
雑
誌
一
五
〇
巻
三
号　

四
九
六
︱
五
〇
五
頁

二
〇
一
四
年

会
社
の
機
密
情
報
の
取
得
・
漏
洩
と
守
秘
義
務
違
反
の

成
否

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
九
二
号　

二
一
三
︱
二
一
四
頁

二
〇
一
六
年

そ
の
他戦

後
の
労
働
行
政
と
労
働
委
員
会

『
岡
山
県
史
』
一
三
巻　

六
二
〇
︱
六
二
九
頁

一
九
八
四
年

企
業
施
設
利
用
・
組
合
旗
掲
出

労
働
法
律
旬
報
一
一
四
九
・
一
一
五
〇
号

　

一
〇
〇
︱
一
〇
四
頁

一
九
八
六
年

組
合
活
動
の
実
態
（
共
同
執
筆
）

労
働
法
律
旬
報
一
一
六
三
号

一
九
八
七
年

本
多
淳
亮
監
修
『
こ
れ
か
ら
の
労
働
時
間
法
』

法
律
文
化
社

一
九
八
八
年

書
評
・
横
井
芳
弘
編
『
現
代
労
使
関
係
と
法
の
変
容
』

ジ
ュ
リ
ス
ト
九
四
一
号　

一
三
五
頁

一
九
八
九
年

1053

二
五
三



労
基
法
上
の
労
使
協
定
を
め
ぐ
る
諸
問
題

労
働
法
律
旬
報
一
二
二
五
号　

四
︱
九
頁

一
九
八
九
年

労
働
行
政

『
岡
山
県
史
』
一
四
巻　

四
三
六
︱
四
四
一
頁

一
九
九
〇
年

起
訴
休
職

『
労
働
法
の
争
点
・
二
版
』　

一
八
四
︱
一
八
五
頁

一
九
九
〇
年

青
木
・
金
子
編
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
労
働
基
準

法
・
三
版
』

日
本
評
論
社　

三
〇
九
︱
三
一
〇
頁

一
九
九
〇
年

杉
村
敏
正
・
天
野
和
夫
編
『
新
法
学
辞
典
』

日
本
評
論
社

一
九
九
一
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
医
療
労
働
者
の
労
働
条
件
決
定
ル
ー

ル
と
従
業
員
代
表
制

医
療
労
働
三
五
四
号　

八
七
︱
九
五
頁

一
九
九
二
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
従
業
員
代
表
制
と
労
働
組
合

労
働
問
題
ニ
ュ
ー
ス

　

一
九
九
二
年
一
二
月
号　

Ｂ
五
︱
五
頁

一
九
九
二
年

A
rbeit und K

apital in Japan
O

kayam
a Law

 Journal V
o.42 N

o.3/4, S.344-
331

一
九
九
三
年　

三
月

注
射
器
を
自
動
販
売
機
で
買
え
る

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
三
巻
三
号

　

一
〇
九
︱
一
一
三
頁

一
九
九
四
年

書
評
・
野
村
正
實
『
熟
練
と
分
業
』

労
働
法
律
旬
報
一
三
二
九
号　

四
八
︱
四
九
頁

一
九
九
四
年

ド
イ
ツ
の
学
校
教
育

季
刊
教
育
法
九
六
号　

八
一
︱
八
八
頁

一
九
九
四
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
労
働
時
間
実
態
調
査
結
果

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
三
巻
四
号

　

四
五
︱
五
九
頁

一
九
九
四
年

Rechtsgrundlagen und deren V
erw

irklichung 
bei der A

rbeitszeit in Japan
O

kayam
a Law

 Journal V
ol.44 N

o.1, S.128

︱

119.

一
九
九
四
年　

九
月

ド
イ
ツ
に
お
け
る
労
働
時
間
短
縮

勤
労
よ
こ
は
ま
一
九
九
四
年
一
二
月
号

　

Ｂ
五
︱
五
頁

一
九
九
四
年

1054

二
五
四



書
評
・
伊
藤
博
義
ほ
か
『
労
働
保
護
法
の
研
究
』

日
本
労
働
研
究
雑
誌
四
一
八
号　

四
三
︱
四
四
頁

一
九
九
四
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
従
業
員
代
表
の
活
動
実
態
調
査
結
果

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
四
巻
二
号

　

七
一
︱
一
〇
五
頁

一
九
九
四
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
人
事
考
課
制
度
調
査
結
果

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
四
巻
二
号

　

一
〇
七
︱
一
二
四
頁

一
九
九
四
年

企
業
内
苦
情
処
理

片
岡
・
萬
井
・
西
谷
編『
労
使
紛
争
と
法
』（
有
斐
閣
）

　

一
〇
七
︱
一
一
六
頁

一
九
九
五
年

労
働
組
合

萬
井
・
西
谷
編
『
労
働
法
一
』（
法
律
文
化
社
）

　

三
二
︱
六
三
頁

一
九
九
五
年

書
評
・
野
村
正
實
『
終
身
雇
用
』

季
刊
労
働
者
の
権
利
二
〇
九
号　

七
五
︱
七
六
頁

一
九
九
五
年

ス
イ
ス
の
従
業
員
代
表
お
よ
び
賃
金
制
度

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
五
巻
二
号

　

一
九
一
︱
二
〇
二
頁

一
九
九
六
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
人
員
削
減
手
続
き

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
五
巻
四
号

　

二
七
︱
六
七
頁

一
九
九
六
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
労
使
協
定
等
の
実
例
（
上
・
下
）

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌

　

四
六
巻
一
号　

一
一
九
︱
一
九
五
頁

　

四
六
巻
二
号　

二
三
三
︱
三
二
〇
頁

一
九
九
六
︱
九
七
年

オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
賃
金
制
度
と
人

事
考
課

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
六
巻
二
号

　

一
八
五
︱
二
三
一
頁

一
九
九
七
年

D
er Bildungsprozeß der

Betriebsgew
erkschaften in Japan

O
kayam

a Law
 Journal V

ol.46 N
o.3/4, S.1

︱

12.

一
九
九
七
年　

三
月

1055

二
五
五



D
er Entschädigungsanspruch in Japan bei der

T
otesursache Ü

berarbeitung
O

kayam
a Law

 Journal V
ol.47 N

o.1,
S.1

︱7.

一
九
九
七
年　

八
月

雇
用
・
規
制
緩
和
と
労
働
時
間
法

ド
イ
ツ
研
究
二
五
号　

二
二
︱
二
九
頁

一
九
九
八
年

ド
イ
ツ
の
労
働
時
間　

一
九
九
五
年

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
七
巻
三
号

　

一
三
五
︱
二
五
三
頁

一
九
九
八
年　

二
月

ド
イ
ツ
に
お
け
る
従
業
員
代
表
の
タ
イ
プ

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
七
巻
四
号

　

一
三
五
︱
二
五
三
頁

一
九
九
八
年

労
働
協
約

清
正
・
菊
池
編
『
労
働
法
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
』（
有

斐
閣
）　

二
二
二
︱
二
三
七
頁

一
九
九
八
年

書
評
・
和
田
肇
著
『
ド
イ
ツ
の
労
働
時
間
と
法
』

労
働
法
律
旬
報
一
四
三
五
号　

二
六
︱
二
七
頁

一
九
九
八
年

書
評
・
遠
藤
公
嗣
『
日
本
の
人
事
査
定
』

労
働
法
律
旬
報
一
四
六
五
号　

一
四
︱
一
五
頁

一
九
九
九
年

金
子
・
西
谷
編
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
労
働
基
準

法
・
四
版
』

日
本
評
論
社　

二
七
八
︱
二
八
五
頁

一
九
九
九
年

労
働
協
約

清
正
・
菊
池
編
『
労
働
法
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
第
二

版
』（
有
斐
閣
）　

二
二
二
︱
二
三
七
頁

二
〇
〇
〇
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
合
意
解
約
の
実
情

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
一
巻
一
号

　

八
三
︱
一
二
一
頁

二
〇
〇
二
年

ド
イ
ツ
事
業
所
組
織
法
改
正
に
お
け
る
各
種
改
正
提
案

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
一
巻
二
号

　

三
九
七
︱
四
〇
九
頁

二
〇
〇
二
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
従
業
員
代
表
の
活
動
事
例

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌

　

五
一
巻
三
号　

六
一
九
︱
六
六
三
頁

　

五
二
巻
一
号　

一
五
三
︱
二
五
三
頁

二
〇
〇
二
年

1056

二
五
六



団
体
交
渉
・
労
働
協
約

菊
池
・
清
正
編
『
労
働
法
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
第
三

版
』　

二
二
九
︱
二
四
六
頁

二
〇
〇
二
年　

五
月

労
働
基
準
法
上
の
過
半
数
代
表
者
と
労
使
協
定

全
大
教
時
報

　

二
六
巻
六
号　

一
︱
一
六
頁

　

二
七
巻
一
号　

六
︱
二
四
頁

二
〇
〇
三
年

翻
訳
・
ド
イ
ツ
事
業
所
組
織
法

日
独
労
働
法
協
会
会
報
四
号　

六
五
︱
一
一
四
頁

二
〇
〇
三
年

労
働
組
合

萬
井
・
西
谷
編
『
労
働
法
一
・
第
二
版
』（
法
律
文

化
社
）　

四
〇
︱
七
五
頁

二
〇
〇
三
年

大
学
法
人
化
と
人
事
処
遇
の
諸
問
題

全
大
教
時
報
二
七
巻
二
号　

一
︱
三
二
頁

二
〇
〇
三
年

解
説
「
Ａ
大
学
の
過
半
数
代
表
規
程
案
」

全
大
教
時
報
二
七
巻
三
号　

六
三
︱
六
四
頁

二
〇
〇
三
年

人
事
考
課
制
度
の
あ
り
方

全
大
教
時
報
二
七
巻
四
号　

六
九
︱
八
六
頁

二
〇
〇
三
年

労
使
委
員
会
に
よ
る
労
使
協
定
代
替
決
議

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
三
巻
一
号

　

二
五
四
︱
二
四
三
頁

二
〇
〇
三
年

協
約
自
治
制
限
立
法
の
動
き

労
働
法
律
旬
報
一
五
七
〇
号　

二
六
︱
二
九
頁

二
〇
〇
四
年

Gleichberechtigung der Frauen im
 japanischen

A
rbeitsrecht

O
kayam

a Law
 Journal 54.2, S.1-13

二
〇
〇
四
年
一
二
月

ド
イ
ツ
・
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
に
お
け
る
法
学
教
育

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
四
巻
三
号

　

二
六
六
︱
二
四
九
頁

二
〇
〇
五
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
従
業
員
代
表
の
最
近
の
実
情

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
四
巻
三
号

　

三
五
︱
一
三
九
頁

二
〇
〇
五
年

書
評
・
高
橋
賢
司
著
『
成
果
主
義
賃
金
の
研
究
』

日
本
労
働
研
究
雑
誌
五
三
七
号　

七
九
︱
八
一
頁

二
〇
〇
五
年

1057

二
五
七



ド
イ
ツ
に
お
け
る
労
働
組
合
お
よ
び
従
業
員
代
表
に
よ

る
労
働
条
件
規
制
の
交
錯

職
場
の
人
権
三
六
号　

一
︱
七
頁

二
〇
〇
五
年

D
ie veränderte Beschäftigungspraxis in Japan

in den letzten zw
anzig Jahren

in: Zeitschrift für Japanisches R
echt V

ol.10, 
N

r. 19, S.189-205

二
〇
〇
五
年

労
働
契
約
法
制
と
労
働
者
代
表
制
の
あ
り
方

青
森
雇
用
・
社
会
問
題
研
究
所
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー

一
三
号　

一
六
︱
一
七
頁

二
〇
〇
六
年

労
働
組
合

萬
井
・
西
谷
編
『
労
働
法
一
・
第
三
版
』（
法
律
文

化
社
）　

四
四
︱
七
九
頁

二
〇
〇
六
年

金
子
・
西
谷
編
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
労
働
基
準

法
・
第
五
版
』

日
本
評
論
社　

三
二
六
︱
三
三
二
頁

二
〇
〇
六
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
従
業
員
代
表
の
参
加

青
森
雇
用
・
社
会
問
題
研
究
所
年
報

　

二
〇
〇
六
・
〇
七　

四
︱
七
頁

二
〇
〇
七
年

労
働
時
間
（
一
）

石
田
眞
ほ
か
編
『
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
演
習　

労
働
法
』

（
法
学
書
院
）　

一
〇
七
︱
一
一
三
頁

二
〇
〇
七
年

組
合
の
統
制
権
と
ユ
ニ
オ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
協
定

石
田
眞
ほ
か
編
『
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
演
習　

労
働
法
』

（
法
学
書
院
）　

一
八
六
︱
一
九
三
頁

二
〇
〇
七
年

ド
イ
ツ
・
従
業
員
代
表
制
の
特
色
と
日
本
へ
の
示
唆

労
働
調
査
二
〇
〇
八
年
一
月
号　

三
〇
︱
四
一
頁

二
〇
〇
八
年

労
働
契
約
法
逐
条
解
説
一
一
条
、
一
二
条
、
一
三
条

労
働
法
律
旬
報
一
六
六
九
号　

四
六
︱
四
七
頁

二
〇
〇
八
年

翻
訳
：
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ユ
ル
ゲ
ン
ス
＝
ビ
エ
ル
ン
・
レ

ム
ケ
「
ド
イ
ツ
の
労
使
関
係
制
度
に
対
す
る
欧
州
統
合

の
影
響
」

清
水
耕
一
編
『
地
域
統
合
』
大
学
教
育
出
版

　

五
八
︱
八
四
頁

二
〇
一
〇
年

1058

二
五
八



『
ド
イ
ツ
の
従
業
員
代
表
制
と
法
』
の
補
足

労
働
法
律
旬
報
一
七
三
二
号　

三
九
︱
四
一
頁

二
〇
一
〇
年

労
働
基
準
法
三
八
条
の
三
、
同
三
八
条
の
四

西
谷
・
野
田
・
和
田
編
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー

ル
労
働
基
準
法
・
労
働
契
約
法
』（
日
本
評
論
社
）　

　

一
五
一
︱
一
五
九
頁

二
〇
一
二
年

労
働
組
合

名
古
道
功
・
吉
田
美
喜
夫
・
根
本
到
編『
労
働
法
Ⅰ
』

（
法
律
文
化
社
）　

四
四
︱
八
〇
頁

二
〇
一
二
年

有
期
雇
用
法
制
改
革
と
大
学
教
職
員

全
大
教
時
報
三
六
巻
四
号　

一
︱
二
〇
頁

二
〇
一
二
年

支
配
介
入
と
使
用
者
へ
の
帰
責

土
田
道
夫
・
山
川
隆
一
編
『
労
働
法
の
争
点
』（
有

斐
閣
）　

二
一
六
︱
二
一
七
頁

二
〇
一
四
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
雇
用
調
整

日
独
労
働
法
協
会
会
報
一
五
号　

三
︱
二
二
頁

二
〇
一
四
年

経
費
援
助
の
慣
行
破
棄
を
め
ぐ
る
法
律
問
題

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
六
四
巻
一
号

　

四
九
︱
五
五
頁

二
〇
一
四
年

大
学
教
員
へ
の
年
俸
制
適
用

全
大
教
時
報
三
八
巻
四
号　

一
三
︱
三
〇
頁

二
〇
一
四
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
雇
用
調
整

労
働
調
査
二
〇
一
五
年
五
月
号　

四
︱
八
頁

二
〇
一
五
年

資
料
・
ド
イ
ツ
民
間
企
業
に
お
け
る
人
事
評
価
事
例

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
六
六
巻
一
号

　

二
三
五
︱
三
二
二
頁

二
〇
一
六
年

ド
イ
ツ
の
人
事
評
価

労
働
調
査
二
〇
一
七
年
一
月
号　

一
八
︱
二
一
頁

二
〇
一
七
年

1059

二
五
九




